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33月の国分寺ぶんぶんチャンネル月の国分寺ぶんぶんチャンネルd１0日（火）～１9日（木）9時１５分～／１2時１５分～／20時１５分～■チャンネルジェイコム東京デジタル１１チャンネル※市ＨＰでは20日（祝）以降も公開

マンション管理状況届出制度が４月から開始�� ❷
東京2020大会期間中の交通混雑緩和にご協力を�� ❸
３月は都の自殺対策強化月間�������� ❹
中学生の「税についての作文」・「税の標語」
入賞者発表���������������� ❻
がん検診・健康診査等受診者募集������ ❽

　都自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例が改正され、自転車の利用で生じた「他人の　都自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例が改正され、自転車の利用で生じた「他人の
生命または身体に対する損害の賠償」（対人賠償）を補償する自転車損害賠償保険等への加入が義生命または身体に対する損害の賠償」（対人賠償）を補償する自転車損害賠償保険等への加入が義
務化されます。すべての自転車利用者が対象となるため、保険等の加入状況を確認しましょう。務化されます。すべての自転車利用者が対象となるため、保険等の加入状況を確認しましょう。

→交通対策課（内363）→交通対策課（内363）

保護者の監督責
任を認めた高額
賠償事例も発生
しています44月月11日（水）から日（水）から

自転車損害賠償保険等自転車損害賠償保険等へのへの加入加入がが義務化義務化

都内で自転車を利用する方へ

自転車損害賠償保険等の種類など詳しくは
hhttp://www.tomin-anzen.metro.
tokyo.jp/kotsu/kakusyutaisaku/
jitensha/seisaku-jyou�
rei/index.html（右のＱＲコ
ードからもアクセス可）ま
たは直接交通対策課（市役
所第2庁舎）で

いいえいいえ

いいえいいえ

はいはい

わからないわからない

自転車利用中の事故で、他人にけがをさせてしまった場合など、相手の生命または身体の損害を補償できる保険に加入していますか
※点検整備された自転車に貼られるＴＳマークに付帯された保険（点検日から1年以内）も該当

はいはい

自転車保険、火災保険、傷害保険、クレジットカードなどの付帯保険、共済、
各種団体保険（職場で加入する保険や学校のＰＴＡ保険など）のいずれかに加入していますか

わからないわからない いいえいいえはいはい

自転車の事故による損害賠償保険等の補償が基本補償または特約として付いていますか
※特約の名称は、日常生活賠償特約など、保険会社によって異なります

すでに自転車損害賠償保険等に加入しています
※交通災害共済（ちょこっと共済）は該当しません ご契約の保険会社にご確認ください 自転車損害賠償保険等への

加入が必要です

自転車損害賠償保険等への加入状況をチェック

　市消防団と国分寺消防署は3月1日（日）
に防火・防災を呼びかける広報パレードを
行います。また、火災予防運動期間中に消
防団各分団が受け持ち区域を巡回します。
皆さんのご理解とご協力をお願いします。

　昨年は、火災件数・焼損床面積が前年に比
べ減少しました。火災の発生・拡大を防止す
るため、防火・防災に関する正しい知識と防
災行動力を身につけましょう。

→防災安全課（内373）→防災安全課（内373）

市内の火災件数・焼損床面積
年 件数 焼損床面積

平成30年 29件 85㎡
令和元年 25件 82㎡

3月1日（日）～7日（土）

火災件数・焼損床面積は減少�
■�家の周辺は整理・整頓し、放火
されない環境を保つ

■家庭に消火器を備える
■調理中はコンロから離れない
■ストーブの周りはきれいにする

防火・防災のために�

春の火災予防運動
　ゾーン30は、生活道路における歩行者
や自転車の安全確保を目的とした安全対
策です。区域（ゾーン）を定めて時速30
kmの速度規制を実施し、ゾーン内の自動
車の走行速度や通り抜けを抑制します。
法定速度を遵守し、抜け道利用は控える
ようご理解とご協力をお願いします。
i小金井警察署☎（042）381-0110

→交通対策課（内363）

五小周辺区域に
ゾーン30を指定

区域の入口には、必ず速度規制標識・シンボルマーク区域の入口には、必ず速度規制標識・シンボルマーク
看板があり、一部の道路では路面表示もしています看板があり、一部の道路では路面表示もしています

3月10日（火）3月10日（火）
平和への願いを込めて平和への願いを込めて
東京都平和の日に黙とうを東京都平和の日に黙とうを

→人権平和課☎（042）573-4378→人権平和課☎（042）573-4378
　昭和20年3月10日の東京大空襲では、一夜にして10万人ともいわれる　昭和20年3月10日の東京大空襲では、一夜にして10万人ともいわれる
尊い命が失われました。都は、戦争の惨禍を再び繰り返さないことを誓い、尊い命が失われました。都は、戦争の惨禍を再び繰り返さないことを誓い、
3月10日を東京都平和の日と定め、午後2時から1分間の黙とうを行いま3月10日を東京都平和の日と定め、午後2時から1分間の黙とうを行いま
す。戦災で亡くなられた方 を々追悼し、世界の恒久平和を祈念しましょう。す。戦災で亡くなられた方 を々追悼し、世界の恒久平和を祈念しましょう。

� 平和の日に都公式動
画チャンネル東京動画
h h t t p s : / / t o k yo�
douga.jp/で中継しま
す。

午後2時～3時30分

第30回東京都平和第30回東京都平和
の日記念式典・記の日記念式典・記
念公演を中継念公演を中継

　空襲で亡くなられた方々の遺品や焼夷弾、戦中・戦後の生活・労
苦を物語る資料、空襲下の東京を写したパネルなどを展示します。
e無料　s都・市

3月13日（金）～18日（水）午前9時～午後10時
ｃｏｃｏｂｕｎｊｉプラザセミナールーム（ｃｏｃｏｂｕｎｊｉ ＷＥＳＴ5階）

東京空襲資料展東京空襲資料展

　そのほか関連事業も開催しています。詳しくはhhttps://
www.seikatubunka.metro.tokyo.lg.jp/bunka/bunka_
seisaku/0000000632.htmlをご覧ください。
i都生活文化局文化事業課☎（03）5388-3141

義務化義務化のの対象対象
都内で自転車を都内で自転車を
利用する方利用する方

保護者（未成年者が自転保護者（未成年者が自転
車を利用する場合）車を利用する場合）

自転車を業務で自転車を業務で
使用する事業者使用する事業者

レンタル業務で自転車レンタル業務で自転車
を貸し付ける事業者を貸し付ける事業者
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